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広島県保健医療計画の改正に当たって 

 

広島県では，県民の皆様が希望を持って生き生きと活動し，県内外の人々か

ら「住んでみたい，住み続けたい」と心から実感していただける「活力と安心，

希望のある『元気な広島県』の実現」を目指しています。 

前回の改正から５年が経過し，この間，急速な少子・高齢社会が進展する中

で生活習慣による慢性疾患の増加，新たな感染症の発生に加え，情報通信網の

発達による情報化の進展，市町村合併による基礎的自治体の権限の拡充など，

保健医療を取り巻く環境は，大きく変わりつつあります。 

こうした中で，「元気な広島県」実現の重点プログラムである「暮らしの『安

心』を守る」ため，「生活習慣により築く健康，みんなで支える医療」を基本理

念として，この度，「広島県保健医療計画」の見直しを行いました。 

県民一人ひとりが健康で豊かに年を重ね，どこに住んでいても，安心して必

要な保健・医療サービスが受けられるよう，県民の皆様の御理解と御協力を賜

りながら，着実に計画を推進して参ります。 

計画の改正に当たり，御協力いただきました関係各位に対し，深く感謝を申

し上げますとともに，引き続き，御支援をいただきますよう，お願い申し上げ

ます。 

 

平成19（2007）年３月 

  広島県知事  藤 田 雄 山 
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